
開示実施手数料の額 

 

法人文書の種別 開示の実施の方法 開示実施手数料の額 

１ 文書又は図面（２項から

５項に該当するものを除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 閲覧 

 

１００枚までごとにつき 

１００円 

ロ 複写機により用紙に複写

したものの交付（ハに掲

げる方法に該当するもの

を除く。） 

 

Ａ３版以下の用紙１枚につき１０円 

（Ａ２版については４０円、 

Ａ１版については８０円） 

ハ 複写機により用紙にカラ

ーで複写したものの交付 

 

 

Ａ３版以下の用紙１枚につき２０円 

（Ａ２版については１４０円、 

Ａ１版については１８０円） 

ニ スキャナにより読み取っ

てできた電磁的記録を光 

ディスク（日本産業規格 

X0606 及び X6281 に適   

合する直径１２０ミリメ

ートルの光ディスクの再 

生装置で再生することが 

可能なものに限る。）に 

複写したものの交付 

 

１枚につき１００円に当該文書   

又は図画１枚ごとに１０円を加えた額 

 

 

 

 

 

 

ホ スキャナにより読み取っ

てできた電磁的記録を光

ディスク（日本産業規格

X6241 に適合する直径１

２０ミリメートルの光デ

ィスクの再生装置で再生

することが可能なものに

限る。）に複写したもの

の交付 

１枚につき１２０円に当該文書   

又は図画１枚ごとに１０円を加えた額 

 

 

 

 

 

 

２ 写真フィルム 

 

 

 

 

イ 印画紙に印画したもの  

  の閲覧 

 

Ｌ版又は六切り版１枚につき１０円 

ロ 印画紙に印画したもの 

の交付 

Ｌ版１枚につき３０円 

（六切り版については４３０円） 

 



３ スライド 

 

 

 

イ 専用機器により映写した

ものの閲覧 

 

１巻につき３９０円 

 

ロ 印画紙に印画したもの 

の交付 

 

Ｌ版１枚につき１００円 

（六切り版については１３００円） 

４ マイクロフィルム 

 

 

 

 

 

 

 

イ 専用機器により映写した

ものの閲覧 

 

１巻につき２９０円 

 

ロ 用紙に印刷したものの 

閲覧 

 

Ａ１版以下の用紙１枚につき１０円 

ハ 用紙に印刷したものの 

交付 

 

 

Ａ４版以下の用紙１枚につき８０円 

（Ａ３版については１４０円、 

Ａ２版については３７０円、 

Ａ１版については６９０円） 

５ 映画フィルム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 専用機器により映写した

ものの視聴 

 

１巻につき３９０円 

 

ロ ビデオカセットテープに

複写したものの交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

６８００円 

（１６ミリメートル 映画フィルムに

ついては１３０００円、 

３５ミリメートル映画フィルムに 

ついては１０１００円）に記録時間１

０分までごとに２７５０円 

（１６ミリメートル映画フィルムに

ついては３２００円、３５ミリメート

ル映画フィルムについては 

２６５０円）を加えた額 

６  録音テープ又は録音  

ディスク 

 

 

イ 専用機器により再生した

ものの聴取 

 

１巻につき２９０円 

 

ロ 録音カセットテープに 

複写したものの交付 

 

１巻につき４３０円 

 

７ ビデオテープ又はビデ

オディスク 

 

 

イ 専用機器により再生した

ものの視聴 

１巻につき２９０円 

 

ロ ビデオカセットテープに

複写したものの交付 

１巻につき５８０円 

 



８ 電磁的記録（５項～７項

に該当するものを除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ Ａ ３ 版 以 下 の 用 紙 に   

出力したものの閲覧 

用紙１００枚までごとにつき 

２００円 

ロ 専用機器により再生し  

たものの閲覧又は視聴 

１ファイルにつき４１０円 

 

ハ Ａ３版以下の用紙に出力

したものの交付（ニに掲

げる方法に該当するもの

を除く。） 

用紙１枚につき１０円 

 

 

 

ニ Ａ３版以下の用紙にカラ

ーで出力したものの交付 

用紙１枚につき２０円 

 

 

ホ 光ディスク（日本産業規

格 X0606 及び X6281 に適

合する直径１２０ミリメ

ートルの光ディスクの再

生装置で再生することが

可能なものに限る。）に

複写したものの交付 

１枚につき１００円に 

１ファイルごとに２１０円を 

加えた額 

 

 

 

 

 

ヘ 光ディスク（日本産業規

格 X6241 に適合する直径

１２０ミリメートルの光

ディスクの再生装置で再

生することが可能なもの

に限る。）に複写したも

のの交付 

１枚につき１２０円に 

１ファイルごとに２１０円を 

加えた額 

 

 

 

 

 

備考１ １項ロ若しくはハ、４項ハ又は８項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用い

るときは、片面を１枚として金額を算定する。 

  ２ この表に定める開示の実施の方法により難い場合の開示の実施の方法及び開示実施手数料

の額は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令に定める開示の実施の方法及び

開示手数料の額を参酌してそのつど定める。 

 

 


